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１．地域の循環型社会形成を推進するための基本的な事項 

 

（１）対象地域 

   構成市町村名  五島市 

            ・旧１市５町（福江市、富江町、玉之浦町、三井楽町、 

             岐宿町、奈留町）による新設合併（平成 16 年 8 月 1 日） 

            ・離島振興法の規定により指定された離島振興対策実施地域 

            ・過疎地域自立促進特別措置法に規定する過疎地域 

   面    積  420.91 km2 

   人    口  39,808 人（平成 26 年 3 月 31 日現在） 

 

（２）計画期間 

   本計画は、平成 27 年 4 月 1 日から平成 32 年 3 月 31 日までの５年間を計画期間と

する。なお、目標の達成状況や社会経済情勢の変化等を踏まえ、必要な場合には計画

を見直すものとする。 

 

（３）基本的な方向 

   五島市は、九州の最西端に位置し、長崎港の西方海上約 100km の五島列島の南西

部にあって、総面積は 420.91km2、福江島をはじめとする 11 の有人島と 52 の無人島

で構成されている。福江島の西側の海岸には、東シナ海の荒波を受けて海蝕崖がつら

なり、特に大瀬崎の断崖、嵯峨島の火山海蝕崖の景観は美しく、その大部分が西海国

立公園に指定されているなど、豊かな自然環境を有している。 

   ごみの発生抑制・再資源化を推進するためには、従来の３Ｒ（リデュース、リユー

ス、リサイクル）にリフューズを加えた４Ｒ活動の推進が不可欠である。本市では、

４Ｒ活動の推進のうち、特にリサイクルに重点を置き、ごみを「燃やす」から「資源

として利活用する」を基本方針として対策を進めていく。また、焼却施設の稼動を必

要最小限に抑え、環境負荷の低減やコストにも配慮した最適な処理・処分体制を構築

することにより、循環型社会の推進、生活環境の充実を目指していく。 

   本市には一般廃棄物（ごみ）の処理施設として、３つの焼却施設（福江清掃センタ

ー、富江クリーンセンター、奈留清掃センター）、１つのリサイクル施設（福江リサイ

クルセンター）、２つの最終処分場（福江一般廃棄物最終処分場、奈留一般廃棄物最終

処分場）があるが、このうち、奈留清掃センター（焼却施設）については、老朽化と

焼却処理の効率化を図るため平成 24 年 11 月から休止しており、現在は２施設で可燃

ごみの焼却処理を行っている。 

   このように、本市ではごみ処理の効率化に向けて段階的に施設の休止・集約化を進

めているところであり、現在稼動している２つの焼却施設についても老朽化が進んで

いることから、本計画期間内に１施設に統合・新設し、焼却処理のさらなる効率化と

余熱の有効利用を進めていくこととする。 

   一方、生活排水のうち、し尿及び浄化槽汚泥については３つのし尿処理施設（福江
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衛生センター、五島西部衛生センター、奈留衛生センター）で処理を行っているが、

複数の施設で処理を行っていることで非効率となっている。このため、し尿・浄化槽

汚泥処理においても集約化に向けて必要な体制整備を進めていく。 

   また、福江川、一の川、中須川、鰐川などの公共用水域の水質保全のため、合併処

理浄化槽の整備を進める。 

 

 

（４）広域化の検討状況 

   ごみ処理の広域化に関して、平成 11 年 3 月に策定（平成 21 年７月に見直し）され

た長崎県ごみ処理広域化計画では、長崎県を７つの広域ブロックに分けて広域化する

こととされ、五島市は「下五島ブロック」に位置付けされている。 

   下五島ブロックでは、五島市１市でごみ焼却施設を１施設に集約化する計画となっ

ており、本地域計画に基づく施設整備は、長崎県ごみ処理広域化計画に沿ったもので

ある。 
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２．循環型社会形成推進のための現状と目標 

 

（１）一般廃棄物等の処理の現状 

   平成 25 年度の一般廃棄物の排出、処理状況は図１のとおりである。 

   総排出量は、自家処理量、汚泥・し渣量を除いて 14,784 トンであり、再生利用さ

れる「総資源化量」は 2,071 トン、リサイクル率〔＝(直接資源化量＋中間処理後の再

生利用量＋集団回収量)／(ごみ排出量＋集団回収量)〕は 14.0％である。 

   中間処理による減量化量は 12,381 トンであり、汚泥・し渣量を含めた計画処理量

の約 79％が減量化されている。また、計画処理量の約 7.3％に当たる 1,137 トンが埋

め立てられている。 

なお、中間処理量のうち、焼却量は 12,933 トンである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 一般廃棄物の処理状況フロー（平成 25 年度） 

 

 

集団回収量 総資源化量

直接資源化量 処理後再生利用量

0 t 2,071 t

0.0% 処理残さ量 13.3%

2,955 t

排　出　量 計画処理量 中間処理量 19.0% 処理後最終処分量

15,589 t 15,336 t 884 t

100% 98.4% 減量化量 5.7%

12,381 t

自家処理量 直接最終処分量 79.4% 最終処分量

汚泥・し渣 253 t 1,137 t

1.6% 7.3%
4 t

805 t

14,788 t

0 t 2,071 t
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（２）生活排水の処理の現状 

   平成 25 年度の生活排水の処理状況及びし尿・汚泥等の排出量は図２のとおりであ

る。 

   生活排水処理対象人口は、全体で 40,483 人であり、水洗化人口は 12,194 人、汚水

衛生処理率は 30.1％である。 

   し尿発生量は 19,780kl/年、浄化槽汚泥発生量は 21,922kl/年であり、処理・処分量

（＝収集・運搬量）は 41,702kl/年である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 生活排水の処理状況フロー（平成 25 年度） 

 

 

 

0 人 (0.0%)

12,194 人 (30.1%) 32 人 (0.1%)

40,483 人 (100%) 12,162 人 (30.0%) 21,922 kl/年

4,777 人 (11.8%) 41,702 kl/年

28,289 人 (69.9%)

23,512 人 (58.1%) 19,780 kl/年

※人口は平成25年10月1日現在

浄化槽汚泥発生量

公共下水道

処 理 人 口 集落排水施設等

総　人　口 合併処理浄化槽等

単独処理浄化槽

未処理人口

非水洗化人口 し尿発生量

合　計
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（３）一般廃棄物等の処理の目標 

   本計画の計画期間中においては廃棄物の減量化を含め循環型社会の実現を目指し、

表１のとおり目標量について定め、それぞれの施策に取り組んでいくものとする。 

 

表１ 減量化、再生利用に関する現状と目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

人 口 40,483  人 34,200  人

総 排 出 量 ※４ 14,784  ﾄﾝ 11,855  ﾄﾝ

１人１日当たりのごみ排出量
※５ 1,001  g/人･日 950  g/人･日 (-5.1%)

事業系 排出量 2,988  ﾄﾝ 2,397  ﾄﾝ (-19.8%)

１事業所当たりの排出量
※２ 1.2  ﾄﾝ/事業所 1.1  ﾄﾝ/事業所

家庭系 排出量 11,796  ﾄﾝ 9,458  ﾄﾝ (-19.8%)

資源化量（資源ごみ回収量） 1,389  ﾄﾝ 1,413  ﾄﾝ

排 出 量 １人当たりの排出量※３ 257  kg/人 235  kg/人

１人１日当たりのごみ排出量※６ 704  g/人･日 644  g/人･日 (-8.5%)

 事業系家庭系排出量合計 14,784  ﾄﾝ 11,855  ﾄﾝ (-19.8%)

 汚泥・し渣量 805  ﾄﾝ 489  ﾄﾝ

　 合　　計 （事業系家庭系＋汚泥・し渣） 15,589  ﾄﾝ 12,344  ﾄﾝ

 直接資源化量 0  ﾄﾝ (0.0%) 0  ﾄﾝ (0.0%)

再 生 利 用 量  総資源化量 2,071  ﾄﾝ (14.0%) 1,681  ﾄﾝ (14.2%)

 再生利用率
※７ 14.0  ％ 14.2  ％

集 団 回 収 量  集団回収量 0  ﾄﾝ 0  ﾄﾝ

熱 回 収 量  熱回収量（年間の発電電力量） －  MWh －  MWh

減 量 化 量  中間処理による減量化量 12,381  ﾄﾝ (79.4%) 9,068  ﾄﾝ (73.5%)

最 終 処 分 量  埋立最終処分量 1,137  ﾄﾝ (7.3%) 1,595  ﾄﾝ (12.9%)

※１　排出量は現状に対する割合、資源化量は事業系家庭系排出量合計に対する割合、

　　  減量化量、最終処分量は合計（事業系家庭系＋汚泥・し渣）に対する割合

※２　１事業所当たりの排出量＝｛（事業系ごみの排出量）－（事業系ごみの資源ごみ量）｝／事業所数

※３　１人当たりの排出量＝｛（家庭系ごみの排出量）－（家庭系ごみの資源ごみ量）｝／人口×１０３

※４　総排出量＝事業系排出量＋家庭系排出量＋集団回収量

※５　１人１日当たりのごみ排出量＝総排出量／人口／365（366）日×１０６

※６　１人１日当たりの家庭系ごみ排出量＝｛（家庭系の排出量）－（家庭系の資源ごみ量）｝／人口／365（366）日×１０ ６

※７　再生利用率＝総資源化量／総排出量×１００

《指標の定義》

総 排 出 量 ：事業系ごみ、家庭系ごみ、集団回収量の和　〔単位：トン〕

排 出 量 ：事業系ごみ、家庭系ごみを問わず、出されたごみの量（集団回収量を除く）　〔単位：トン〕

総 資 源 化 量 ：直接資源化量、中間処理後の再生利用量（現状値は溶融スラグを含む）、集団回収量の和　〔単位：トン〕

熱 回 収 量 ：熱回収施設において発電された年間の発電電力量　〔単位：MWh〕

減 量 化 量 ：中間処理量と処理後の残さ量の差　〔単位：トン〕

最 終 処 分 量 ：埋立処分された量　〔単位：トン〕

<備考>

本計画期間内に整備する焼却施設では溶融方式（スラグ化）を採用せず、焼却灰は埋立処分に変更する予定であるため、最終処分

量はやや増加する見込みである。

指　　　　　　　　標
現　状　（割合

※１
） 目　標　（割合

※１
）

（平成２５年度） （平成３２年度）

エネルギー回収型廃棄物処理施設において発電された年間の発電電力量〔単位：MWh〕 

本計画期間内に整備するエネルギー回収型廃棄物処理施設では溶融方式（スラグ化）を採用せず、焼却灰は埋立処分に変更する予定
であるため、最終処分量はやや増加する見込みである。 
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図３ 目標達成時の一般廃棄物の処理状況フロー（平成 32 年度） 

 

 

 

 

 

 

（４）生活排水処理の目標 

   生活排水処理については、表２に掲げる目標のとおり、合併処理浄化槽の整備等を

進めていくものとする。 

 

表２ 生活排水処理に関する現状と目標 

   

 

 公共下水道 人 ( %) 人 ( 0.0 %)

 集落排水施設等 人 ( 0.1 %) 人 ( 0.1 %)

 合併処理浄化槽等 人 ( 30.0 %) 人 ( 45.0 %)

 未処理人口 人 ( 69.9 %) 人 ( 54.9 %)

　　　合　 計 人 人

 　汲み取りし尿量 ｷﾛﾘｯﾄﾙ ｷﾛﾘｯﾄﾙ

　浄化槽汚泥量 ｷﾛﾘｯﾄﾙ ｷﾛﾘｯﾄﾙ

　　　　　合　 計 ｷﾛﾘｯﾄﾙ ｷﾛﾘｯﾄﾙ

0 0

32 29

12,162

し尿
・

汚泥
の量

19,780 16,190

21,922 24,979

平成25年度実績 平成32年度目標

処
理
形
態
別
人
口

41,702 41,169

16,132

28,289 19,650

40,483 35,811

集団回収量 総資源化量

直接資源化量 処理後再生利用量

0 t 1,681 t

0.0% 処理残さ量 13.6%

3,121 t

排　出　量 計画処理量 中間処理量 25.3% 処理後最終処分量

12,344 t 12,189 t 1,440 t

100% 98.7% 減量化量 11.7%

9,068 t

自家処理量 直接最終処分量 73.5% 最終処分量

汚泥・し渣 155 t 1,595 t

1.3% 12.9%
4 t

489 t

11,859 t

1,681 t0 t
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３．施策の内容 

 

（１）発生抑制、再使用の推進 

  ア 有料化 

    五島市では、平成 17 年度からごみ処理の有料化を実施している。 

    現在の制度は、家庭系ごみのうち、可燃ごみと不燃ごみについては指定袋（大（10

枚入）400 円、中（10 枚入）200 円、小（10 枚入）100 円）により、粗大ごみにつ

いては処理券（シール）により、処理手数料を徴収している。一方、持ち込みごみ

については指定袋を使用せず搬入する場合、従量制（10kg まで毎に 40 円）により

課金し、粗大ごみについては処理券（シール）を使用せずに搬入する場合、搬入時

に料金（300 円または 600 円）を徴収している。 

    市では、ごみ処理の有料制度を継続していき、今後、ごみの排出抑制と資源分別

の促進が必要と判断される場合には、ごみ処理手数料の見直しを検討する。 

 

  イ 環境教育、普及啓発、助成 

   ○ ごみの減量化に関する社会意識を育むため、学校や地域社会の場、ごみ処理施

設の見学などを通じた環境教育に取り組む。 

   ○ 市民や事業者に対して、市広報誌やホームページ等を活用してごみの減量化・

再生利用、さらには適切なごみ分別に関する啓発や情報発信に取り組む。 

   ○ 生ごみ減量の促進に向けて、水切りの徹底や食材の無駄をなくすことの普及啓

発に取り組むとともに、生ごみ処理機購入費補助を今後も継続する。また、家庭

用剪定枝粉砕機の貸出制度の導入を検討する。 

   ○ 毎年２回開催しているリユースフェアを継続する。 

 

  ウ マイバッグ運動・レジ袋対策 

    販売事業者とも連携・協働し、市民（消費者）に対するマイバッグ運動の推進を

図るとともに、レジ袋については有料化の推進を検討し、容器包装廃棄物の排出抑

制に努める。 

 

  エ 生活排水対策 

    家庭等から排出される汚濁負荷量の削減のため、次の施策を行う。 

   ○ 集落排水施設等の処理区域外の地区においては、合併処理浄化槽の整備を推進

するとともに、単独処理浄化槽を設置している家庭等に対しては、個別の状況を

勘案しつつ合併処理浄化槽への理解と転換を働きかけていくこととし、そのため

の補助を継続・強化する。 

   ○ 生活排水対策の必要性や浄化槽管理の重要性等について、市民への周知を図る

ため、広報誌等を通じた普及啓発を行う。 
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（２）処理体制 

  ア 家庭ごみの処理体制の現状と今後 

    分別区分及び処理方法については、表３のとおりである。 

    当面は、現在の分別区分を継続するが、分別の徹底を図るとともに今後は資源化

可能な雑古紙・コピー用紙を新たに分別収集することを検討し、資源化の向上と可

燃ごみの排出抑制に取り組む。 

    可燃ごみの処理については、現在稼動している２つの焼却施設を１施設に統合・

新設し、より効率的な焼却処理体制の構築を進める。 

    そのほか、不燃ごみ、粗大ごみ、資源ごみの処理については、基本的に現在の処

理体制を継続していくこととする。 

 

  イ 事業系一般廃棄物の処理体制の現状と今後 

    事業系一般廃棄物については、家庭系ごみの分別に準じて市の定期収集による排

出、ごみ処理施設への直接または許可業者に依頼して搬入することとしており、今

後もこの体制を継続していく予定である。 

 

  ウ 一般廃棄物処理施設で併せて処理する産業廃棄物の現状と今後 

    市が処理する産業廃棄物については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１０

条に基づき条例で規定し処理を行っている。今後はこの体制を再点検し、市内にお

ける地域間格差の是正について検討を行う。 

 

  エ 生活排水処理の現状と今後 

    生活排水の処理については、中心市街地においては下水道整備の検討を行うとと

もに、その他の地区においては補助の拡充により浄化槽の普及促進を図る。 

    また、し尿及び浄化槽汚泥等については、現在３つの処理施設で処理を行ってい

るが、処理の効率化を図るため、１施設での集約処理に向けて必要な体制整備を進

めていく。 

 

  オ 今後の処理体制の要点 

○ 可燃ごみの処理については現在の２施設体制から、新設するエネルギー回収

型廃棄物処理施設１施設に集約し、より効率的な焼却処理体制を構築する。 

○ し尿・浄化槽汚泥の処理については現在の３施設体制から１施設に集約し、

より効率的なし尿・浄化槽汚泥処理体制を構築する。 
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表３ 家庭ごみの分別区分と処理方法の現状と今後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

処理 処理量

実績 見込み

（トン） 一次処理 二次処理 （トン）

福江清掃センター （残渣）

可燃ごみ 富江クリーンセンター 12,664 可燃ごみ 五島市ごみ焼却施設 福江一般廃棄物最終 9,884

奈留清掃センター（休止中） （仮称） 処分場

福江一般廃棄物最終処分場 福江一般廃棄物最終処分場

奈留一般廃棄物最終処分場 奈留一般廃棄物最終処分場

粗大ごみ 195 粗大ごみ 破砕 （資源物） 156

資 缶、びん、ペットボトル 663 資 缶、びん、ペットボトル 選別 民間業者委託 600

源 発泡スチロール製品 福江リサイクルセンター 37 源 発泡スチロール製品 圧縮 福江リサイクルセンター （残渣） 37

ご 古紙、古布類 681 ご 古紙、古布類 梱包 五島市ごみ焼却施設（仮称） 799

み 金属製品、小型家電 238 み 金属製品、小型家電 保管 及び最終処分場 224

有害ごみ 民間業者委託 0 有害ごみ 民間業者委託 0

155

リ
サ
イ
ク
ル

リ
サ
イ
ク
ル

処理

方法

不燃ごみ 不燃ごみ306
埋
立

焼
却

焼却

埋立

現　状　（平成２５年度） 今　後　（平成３２年度）

五　島　市 五　島　市

分別区分 処理施設等 分別区分 処理方法
処理施設等
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（３）処理施設の整備 

  ア 廃棄物処理施設 

    上記（２）の分別区分及び処理体制で処理を行うため、表４のとおり必要な施設

の整備を行う。 

 

表４ 整備する処理施設 

事業 

番号 
整備施設種類 事業名 処理能力 設置予定地 事業期間 

１ 

エネルギー回収型

廃棄物処理施設 

（廃焼却施設の 

解体工事を含む） 

 

五島市ごみ焼却施

設（仮称）整備事

業 41 t/日 

五島市浜町 

740 番地 
（解体工事） 

H28～H29 

（建設工事） 

H29～H31 

※ 現有処理施設の概要を添付（添付資料４） 

（整備理由） 

 事業番号１ 現有施設の老朽化と施設の集約による処理の効率化 

 

 

 

 

 

  イ 合併処理浄化槽の整備 

    合併処理浄化槽の整備については、表５のとおり行う。 

 

 

表５ 合併処理浄化槽への移行計画 

事  業 

直近の整備済 

基数（基） 

(平成 25 年度) 

整備計画 

基数 

（基） 

整備計画 

人口 

（人） 

事業期間 

浄化槽設置整備事業 203 1,984 3,886 H27～H31 
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（４）施設整備に関する計画支援事業 

  （３）の施設整備に先立ち、表６のとおり計画支援事業を行う。 

 

 

表６ 実施する計画支援事業 

事業 

番号 
事 業 名 事業内容 事業期間 

３１ 
五島市ごみ焼却施設整備（事業番号１）に係

る計画支援事業 

廃焼却施設解体工事前の

ダイオキシン類・アスベ

スト調査 

H27 

廃焼却施設解体工事 

基本設計 
H27 

施設整備基本計画（PFI

導入可能性調査を含む） 
H27 

生活環境影響調査 H27～H29 

PFI 事業者選定アドバイ

ザリー 
H28～H29 
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（５）その他の施策 

   その他、本市の循環型社会を形成する上で、次の施策を実施していく。 

 

  ア 廃家電のリサイクルに関する普及・啓発 

    廃家電のリサイクルについては、特定家庭用機器再商品化法に基づく適切な回収、

再商品化がなされるよう、市広報誌やホームページ、家庭ごみの分別手引書（市が

適切な分別方法について解説するために作成した小冊子）にて家電リサイクル法に

関する普及啓発や情報発信を行う。 

 

  イ 不法投棄対策 

    不法投棄に関しては、住民や事業者に対して市広報誌等により啓発を行うととも

に、監視パトロールの強化や投棄物の撤去等を行い、不法投棄の防止を図る。 

 

  ウ 漂着ごみ対策 

    美しい海岸線を保全するため、漂着ごみの撤去と海洋投棄防止の啓発を行う。 

 

  エ 災害時の廃棄物処理に関する事項 

    地震や台風などの大規模な災害時に発生する廃棄物の処理については原則、本市

で実施するものとするが、本市のみでの対応が困難な場合には県や周辺自治体とも

連携を図りながら対策を講じていく。 

    また、災害時のし尿処理についても衛生環境を確保するため、原則、本市で実施

するものとするが、本市のみでの対応が困難な場合には県や周辺自治体とも連携を

図りながら対策を講じていく。 
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４．計画のフォローアップと事後評価 

 

（１）計画のフォローアップ 

   五島市は、毎年、計画の進捗状況を把握し、その結果を公表するとともに、必要に

応じて、長崎県及び国と意見交換をしつつ、計画の進捗状況を勘案し、計画の見直し

を行う。 

 

（２）事後評価及び計画の見直し 

   計画期間終了後、処理状況の把握を行い、その結果が取りまとまった時点で、速や

かに計画の事後評価、目標達成状況の評価を行う。 

   また、評価の結果を公表するとともに、評価結果を次期計画策定に反映させるもの

とする。 

   なお、計画の進捗状況や社会経済情勢の変化等を踏まえ、必要に応じ計画を見直す

ものとする。 
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循環型社会形成推進地域計画添付書類一覧 

 

  添付資料１ 対象地域図 

  添付資料２ 目標の設定に関するグラフ 

  添付資料３ 分別区分説明資料 

  添付資料４ 現有処理施設の概要 

 

 

 様式１ 循環型社会形成推進交付金事業実施計画総括表１ 

  添付資料５ 指標と人口等の要因に関するトレンドグラフ 

  添付資料６ 地域内の施設の現況と予定（位置図） 

 

 

 様式２ 循環型社会形成推進交付金事業実施計画総括表２ 

 

 

 様式３ 地域の循環型社会形成推進に向けた施策の一覧 

 

 

 その他参考資料 

  参考資料様式２ 施設概要（エネルギー回収施設系） 

  参考資料様式５ 施設概要（浄化槽系） 

  参考資料様式６ 計画支援概要 
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添付資料１ 対象地域図 
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添付資料２ 目標の設定に関するグラフ 

 

 １ ごみ排出量の減量化目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 再生利用の目標（リサイクル率） 
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12,344ｔ
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H.20 H.21 H.22 H.23 H.24 H.25 H.26 H.27 H.28 H.29 H.30 H.31 H.32

再生利用率 再生利用の目標

再生利用率（溶融スラグを含む） 再生利用率（溶融スラグを除く）
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 ３ 最終処分の目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４ 生活排水処理の目標（汚水衛生処理率） 
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添付資料３ 分別区分説明資料 

 

１ 分別区分と出し方、収集方法 

分別区分 主な品目 出し方 料金 収集方法 

燃やすごみ 生ごみ、紙・木・布くず、 

プラスチック・ビニール・ゴム類など 

市の指定袋 大：400 円/10 枚 

中：200 円/10 枚 

小：100 円/10 枚 

ス テ ー シ

ョン方式 

燃やせないごみ ガラス、陶磁器など 市の指定袋 

有害ごみ 乾電池、体温計、蛍光灯など 無指定の透明袋 － 

資源ごみ１ 缶、びん、ペットボトル 無指定の透明袋 － 

資源ごみ２ 発泡スチロール製品 

（食品トレーなど） 

無指定の透明袋 － 

資源ごみ３ ダンボール、本、雑誌、チラシ、 

新聞紙、紙パック、古布類 

紙類：ひもでしばる 

布類：無指定の透明袋 

－ 

資源ごみ４ 小型家電製品、金属製品 無指定の透明袋 － 

粗大ごみ 指定袋に入らないもの 粗大ごみ処理券 300 円又は 600 円 

 

 

 

２ 分別区分と収集頻度 

分別区分 福江 富江 玉之浦 岐宿 三井楽 奈留 

燃やすごみ 週２回 週２回 週２回 週２回 週２回 週２回 

燃やせないごみ 月１回 月２回 月１回 月１回 月１回 月２回 

有害ごみ 月２回 月２回 月２回 月２回 月２回 月２回 

資源ごみ１ 月２回 月２回 月２回 月２回 月２回 月２回 

資源ごみ２ 月１回 月１回 月１回 月１回 月１回 月２回 

資源ごみ３ 月２回 月２回 月２回 月２回 月２回 月２回 

資源ごみ４ 月２回 月２回 月２回 月２回 月２回 月２回 

粗大ごみ 予約制 
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添付資料４ 現有処理施設の概要 

 

１ ごみ中間処理施設 

施設名 所在地 施設種別 処理対象廃棄物 形式及び処理方式 処理能力 竣工年月 備考 

福江清掃センター 五島市平蔵町 3714 焼却施設 可燃ごみ 

し尿処理汚泥・し渣 

流動床式ガス化溶融方式 58 t/日 

（29t/24h×2 炉） 

H15.3  

富江クリーンセンター 五島市富江町狩立 741-1 焼却施設 可燃ごみ 

 

機械化バッチ燃焼式 10 t/日 

（10t/8h×1 炉） 

H10.3  

奈留清掃センター 五島市奈留町浦 1191-1 焼却施設 可燃ごみ 

 

機械化バッチ燃焼式 6 t/日 

（6t/8h×1 炉） 

H9.3 H24.11 休止 

福江リサイクルセンター 五島市向町 1861-18 資源化施設 資源ごみ、粗大ごみ 破砕・選別・圧縮・梱包 4t/5h H12.3  

ストックヤード 保管 480 m2 

 

２ 最終処分場 

施設名 所在地 施設種別 処理対象廃棄物 形式及び処理方式 処理能力 竣工年月 備考 

福江一般廃棄物最終処分場 五島市向町 1861-18 最終処分場 不燃ごみ、焼却残渣 

不燃残渣 

管理型 全体容量 53,000 m3 

埋立地面積 9,700 m2 

H12.3  

奈留一般廃棄物最終処分場 五島市奈留町浦 943 最終処分場 不燃ごみ、焼却残渣 

不燃残渣 

管理型 全体容量   3,683 m3 

埋立地面積 1,800 m2 

H7.3  

 

３ し尿処理施設 

施設名 所在地 施設種別 処理対象廃棄物 形式及び処理方式 処理能力 竣工年月 備考 

福江衛生センター 五島市野々切町 2308 し尿処理施設 し尿・浄化槽汚泥 標準脱窒素処理方式 50 kl/日 

 

S56.3 

H9 基幹的施設整備 

 

五島西部衛生センター 五島市岐宿町二本楠 357-26 し尿処理施設 し尿・浄化槽汚泥 

集落排水汚泥 

標準脱窒素処理方式 25 kl/日 

 

S62.1 

H9 基幹的施設整備 

 

奈留衛生センター 五島市奈留町浦 1218-1 し尿処理施設 し尿・浄化槽汚泥 

 

膜分離高負荷脱窒素 

処理方式 

7 kl/日 

 

H 元.8  
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様式１ 

循環型社会形成推進交付金事業実施計画総括表１（平成２７年度） 

 

１ 地域の概要 

 

 

 

 

 

 

 

２ 一般廃棄物の減量化、再生利用の現状と目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(1) 地　域　名 五島市 (2) 地域内人口 人（平成26年3月31日現在） (3) 地域面積 km
2

(4) 構成市町村等名 五島市 (5) 地域の要件

（福江市、富江町、玉之浦町、三井楽町、岐宿町、奈留町の１市５町による合併：平成16年8月１日）

(6) 構成市町村に一部事務組合等が 一部事務組合は含まれない

含まれる場合、当該組合の状況

39,808 420.91

　　人口　　　面積　　　沖縄　　　離島　　　奄美　　　山村　　　半島　　　過疎　　　その他

指標・単位 年

事業系 総排出量 （トン）

１事業所当たりの排出量 （トン/事業所）

家庭系 総排出量 （トン）

１人当たりの排出量 （kg/人）

事業系家庭系排出量　合計　 （トン）

汚泥・し渣量 （トン）

合　　計（事業系家庭系＋汚泥・し渣） （トン）

直接資源化量 （トン）

総資源化量 （トン）

熱回収量 （年間の発電電力量　MWh）

減量化量 （中間処理前後の差　トン）

埋立最終処分量 （トン）

※別添資料として指標と人口等の要因に関するトレンドグラフを添付した。（添付資料５） 総資源化量の過去・現状値は溶融スラグを含む

過去の状況・現状　（排出量に対する割合） 目  標

平成32年度

2,656 2,918 3,034 3,393 3,262 2,988 2,397 (H25比-19.8%)

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

1.1

11,630 11,480 11,457 11,605 11,720 11,796 9,458

0.9 1.0 1.0 1.2 1.2 1.2

(H25比-19.8%)

排 出 量 240 242 245 248 250 257 235

11,855 (H25比-19.8%)

811 721 743 614 698 805 489

14,286 14,398 14,491 14,998 14,982 14,784

0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)

12,344

再 生 利 用 量
0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)

15,097 15,119 15,234 15,612 15,680 15,589

1,681 (14.2%)

熱 回 収 量 － － － － － － －

1,867 (12.4%) 2,016 (13.5%) 2,071 (14.0%)1,678 (11.7%) 1,733 (12.0%) 1,796 (12.4%)

(79.4%) 9,068 (73.5%)

最 終 処 分 量 1,364 (9.0%) 1,492 (9.9%) 1,457 (9.6%)

(78.6%) 12,244 (78.4%) 12,423 (79.2%) 12,381中 間 処 理 に よ る 減 量 化 量 12,055 (79.9%) 11,894 (78.7%) 11,981

1,595 (12.9%)1,501 (9.6%) 1,241 (7.9%) 1,137 (7.3%)
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３ 一般廃棄物処理施設の現況と更新、廃止、新設の予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 生活排水処理の現状と目標 

 

  

指標・単位 年

総人口 43,943 43,067 42,389 41,682 41,905 40,483 35,811

公 共 下 水 道 汚水衛生処理人口 （人） 0 0 0 0 0 0 0

汚水衛生処理率 0 ％ 0 ％ 0 ％ 0 ％ 0 ％ 0 ％ 0 ％

集 落 排 水 施 設 等 汚水衛生処理人口 （人） 59 55 53 51 51 37 29

汚水衛生処理率 0.1 ％ 0.1 ％ 0.1 ％ 0.1 ％ 0.1 ％ 0.1 ％ 0.1 ％

合 併 処 理 浄 化 槽 等 汚水衛生処理人口 （人） 10,245 10,744 11,103 11,326 11,804 12,162 16,132

23.3 ％ ％ ％ ％ ％ ％ 45.0 ％

未 処 理 人 口 汚水衛生未処理人口 （人） 33,639 32,268 31,233 30,305 29,254 28,289 19,650

過去の状況・現状 目　標

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成32年度

焼却施設（福江） 五島市 流動床式ガス化溶融方式 t/日 平成15年3月 平成31年4月 －

焼却施設（富江） 五島市 機械化バッチ燃焼式 t/日 平成10年3月 平成31年4月 現有施設の老朽化による更新、 －

焼却施設（奈留） 五島市 機械化バッチ燃焼式 t/日 平成9年3月 施設の集約による処理の効率化 －

焼却施設（新） 五島市 － 平成30年度 t/日

リサイクル施設（福江） 五島市 選別・圧縮・梱包 t/5h 平成12年3月 －

最終処分場（福江） 五島市 管理型 m3 平成12年3月 －

最終処分場（奈留） 五島市 管理型 m3 平成7年3月 －

し尿処理施設（福江） 五島市 標準脱窒素方式 kl/日 昭和56年3月 －

し尿処理施設（五島西部） 五島市 標準脱窒素方式 kl/日 昭和61年3月 －

し尿処理施設（奈留） 五島市 膜分離高負荷脱窒素方式 kl/日 平成元年8月 －

※計画地域内の施設の状況（現況、予定）を地図上に示したものを添付した。（添付資料６）

－

－

－

－

－

－

－

－

－継続使用有

事業主体

－ －

現有施設の内容

型式及び処理方式

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

開始年月 更新、廃止予定年月 更新、廃止、新設理由 型式及び処理方式 施設竣工予定年度 処理能力(単位)
施設種別

更新、廃止、新設の内容
備 考

補助の有無 処理能力(単位)

有 58

有 10

有 6

－－ 41

－

－平成24年11月休止

ストーカ式（准連続）予定

有 4 継続使用

有 3,683 継続使用

有 53,000 継続使用

有 25 継続使用

有 50 継続使用

7

－

－

－

平成28年度を目途に
福江衛生センターで

集約処理を行う予定

11 月 

11 月 
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５ 浄化槽の整備の状況と更新、廃止、新設の予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基　数 処理人口 開始年月 基　数 処理人口 目標年次

浄化槽設置整備事業 五島市 4,451 12,162 平成16年 1,984 3,886 平成32年

施　設　種　別 事業主体
現有施設の内容 整備予定基数の内容

備　　考
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添付資料５ 指標と人口等の要因に関するトレンドグラフ 

 

 １ 人口及びごみ排出量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 処理・処分の推移 
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人口（人）排出量（t/年）

事業系ごみ 家庭系ごみ 汚泥・し渣 人口

15,589ｔ

12,344ｔ

0

5,000

10,000

15,000

20,000

H.20 H.21 H.22 H.23 H.24 H.25 H.26 H.27 H.28 H.29 H.30 H.31 H.32

（t/年）

最終処分量

減量化量

再生利用量
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 ３ 再生利用量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４ 最終処分量の推移 
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2,000
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H.20 H.21 H.22 H.23 H.24 H.25 H.26 H.27 H.28 H.29 H.30 H.31 H.32

再生利用率再生利用量（t/年）

溶融スラグ 再生利用量（溶融スラグを除く）

再生利用率（溶融スラグを含む） 再生利用率（溶融スラグを除く）
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最終処分量 排出量に対する割合
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 ５ 生活排水処理人口の推移 
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    添付資料６ 地域内の施設の現況と予定（位置図） 
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様式２ 

 

循環型社会形成推進交付金事業実施計画総括表２（平成２７年度） 

 

 

 

 

 

41 t/日 H28 H31

○浄化槽に係る事業

浄化槽設置整備 1984 基 H27 H31

○施設整備に関する計画支援に係る事業

－ － H27 H29

148,183 327,336 320,413 1,378,976 1,562,9891,671,650 2,433,327 3,737,897

23,387 27,774 14,437 0 0

合　　計 5,207,264 236,267 421,645 444,375

0 0 65,598焼却施設整備に係る計画支援事業 31 五島市 65,598 23,387 27,774 14,437

65,598

166,125 206,688

65,598 23,387 27,774 14,437 0 0

292,238 789,014 124,796

14,437 0 023,387 27,774

133,519 157,886

157,886 166,125 206,688

2 五島市 1,285,066 212,880 227,828 269,986 282,134

789,014 124,796 133,5191,285,066 212,880 227,828 269,986 282,134 292,238

0 166,043 148,090 1,212,851 1,356,301
廃焼却施設の
解体工事を含む

1,389,516 2,141,089 2,883,285エネルギー回収型廃棄物処理施設整備 1 五島市 3,856,600 0 166,043 159,952

2,883,285

31年度

3,856,600 0 166,043 159,952 1,389,516 2,141,089 148,090 1,212,851 1,356,3010 166,043

27年度 28年度 29年度 30年度

平成 平成 平成平成 平成 平成 平成

交付期間

事 業 名 称
番号 名　　称

単位 開始 終了
平成

事業種別 規模
事業期間

総事業費(千円) 交付対象事業費(千円)

備考
事業 事業主体

○新設に係る事業

平成

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

平成



 

- 28 - 

 

様式３ 

地域の循環型社会形成推進のための施策一覧 

 

 

  

開

始

終

了

平成

27年度

平成

28年度

平成

29年度

平成

30年度

平成

31年度

11
ごみ処理の有料

化制度

排出抑制と費用負担の公平性

を確保するためのごみ処理有

料化制度

五島市
Ｈ

27

12
環境教育・普及

啓発

環境教育・普及啓発活動の推

進、ごみ分別・リサイクルに

関する情報発信

五島市
Ｈ

27

13 助成
家庭用生ごみ処理機購入費補

助
五島市

Ｈ

27

14
マイバック運

動・レジ袋対策

買い物袋持参運動の推進、レ

ジ袋有料化の検討
五島市

Ｈ

27

15 生活排水対策

家庭等から排出される汚濁負

荷量の削減のため、合併処理

浄化槽整備の推進と広報誌等

を通じた啓発活動の実施

五島市
Ｈ

27

関連事業

2

21
効率的な焼却処

理体制の構築

可燃ごみの処理について現在

の２施設体制から１施設に統

合・新設し、より効率的な焼

却処理体制を構築する。

五島市
Ｈ

27

Ｈ

30

関連事業

1

22
効率的なし尿処

理体制の構築

し尿・浄化槽汚泥の処理につ

いて現在の３施設体制から１

施設に集約し、より効率的な

処理体制を構築する。

五島市
Ｈ

27

Ｈ

28

1

エネルギー回収

型廃棄物処理施

設整備

エネルギー回収型廃棄物処理

施設の整備（廃焼却施設の解

体工事含む）

五島市
Ｈ

27

Ｈ

31
○

2 浄化槽整備 合併処理浄化槽の整備 五島市
Ｈ

27

Ｈ

31
○

関連事業

15

施設整備

に係る計

画支援に

関するも

の

31 1の計画支援

廃焼却施設解体事前調査

解体工事基本設計

施設整備基本計画（PFI導入

可能性調査を含む）

生活環境影響調査

PFI事業者選定アドバイザ

リー

五島市
Ｈ

27

Ｈ

29
○

41

廃家電のリサイ

クルに関する普

及・啓発

市広報誌等を通じた家

電リサイクルに関する

普及啓発・情報発信の

実施

五島市
Ｈ

27

42 不法投棄対策

啓発活動と監視パト

ロール、投棄物の撤去

等の実施

五島市
Ｈ

27

43 漂着ごみ対策
漂着ごみの撤去と海洋

投棄防止の啓発活動
五島市

Ｈ

27

44
災害時の廃棄物

処理

周辺自治体との連携体

制の構築
五島市

Ｈ

27

その他

交付金

必要の

要否

事業計画

備　　考

発生抑制、再

使用の推進に

関するもの

処理体制

の構築、変更

に関するもの

処理施設

の整備に

関するも

の

施策種別

事

業

番

号

施策の名称 施策の内容
実施

主体

事業開始

交付期間

継続実施

事業実施

継続実施

継続実施

継続実施

合併浄化槽整備：継続実施

継続実施

継続実施

継続実施

事業実施

施設の整備 処理体

制構築

処理体

制構築

必要な
体制

整備

焼却施設

建設工事

廃焼却炉

解体工事

下記以外

の計画支

援事業

生活環境影響調査

ＰＦＩ事業者選定
アドバイ ザリー
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その他参考資料 

 

      参考資料様式２ 施設概要（エネルギー回収施設系） 

      参考資料様式５ 施設概要（浄化槽系） 

      参考資料様式６ 計画支援概要 
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【参考資料様式２】 

施設概要（エネルギー回収施設系） 

都道府県名  長崎県 

 

(1) 事業主体名 五島市 

(2) 施設名称 五島市ごみ焼却施設（仮称） 

(3) 工期 
平成 28 年度～平成 29 年度（廃焼却施設解体工事） 

平成 29 年度～平成 31 年度（建設工事） 

(4) 施設規模 処理能力 ４１t/日（２０.５t/日×２炉） 

(5) 形式及び処理方式 ストーカ式（全連続式）を予定 

(6) 余熱利用計画 
１．発電の有無   有（発電効率  ％）  ・ 無 

２．熱回収の有無  有（熱回収率 10％以上）・  無 

(7) 地域計画内の役割 市内における唯一の可燃ごみ処理施設と余熱の有効利用 

(8) 廃焼却炉解体工事 

の有無 

 

 

「灰溶融施設」を整備する場合 

(9) スラグの利用計画  

 

「高効率原燃料回収施設」を整備する場合 

(10) 発生ガス回収効率 

及び発生ガス量 

１．発生ガス回収効率     Nm3/ｔ 

２．発生ガス量        Nm3/日 

(11) 回収ガスの利用計画  

 

(12) 事業計画額 3,856,600 千円（廃焼却施設解体工事費を含む） 

有

り

し 

無

し

り 
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【参考資料様式５】 

施設概要（浄化槽系） 

都道府県名  長崎県 

(1) 事業主体名 五島市 

(2) 事業名称 浄化槽設置整備事業 

(3) 事業の実施目的及び内容 

浄化槽の計画的な整備を図り、生活排水による公共用水域の水

質汚濁の防止及び公衆衛生の向上に寄与するため、浄化槽を設

置する者に対し補助金を交付することを目的とする。 

(4) 事業期間 平成 27 年度～平成 31 年度 

(5) 事業対象地域の要件 

浄化槽設置整備事業実施要綱第 3（1）事業の対象となる地域の

アのうち 

（イ）水質汚濁防止法（昭和 45 年法律第 138 号）第 14 条の 8

第 1 項に規定する生活排水対策重点地域 

（ウ）水道水源の流域 

 (エ）水質汚濁の著しい閉鎖性水域の流域 

（カ）自然公園法（昭和 32 年法律第 161 号）第 2 条第 1 項に規

定する自然公園等すぐれた自然環境を有する地域 

（キ）その他人口増加が著しい等上記の地域と同等以上に雑排

水対策を推進する必要があると認められる地域 

(6) 事業計画額 

         

交付対象事業費 789,014 千円 

うち （以下の事業を実施する場合） 

・低炭素社会対応型浄化槽整備推進事業に係る事業費    千円 

・浄化槽整備区域促進特別モデル事業に係る事業費     千円 

 

○ 事業計画額の内訳及び浄化槽の整備規模 

【浄化槽設置整備事業】 

区分 
交付対象基数 

（3,886 人分） 

うち 

単独撤去 

左記のう

ち宅内配

管補助 

基準額 
対象経費 

支出予定額 

交付対象 

事業費 

5 人槽 1,268 基 ( 2,485人分) 200 基 100 基 468,976 千円 776,876 千円 468,976 千円 

6～ 7 人槽 633 基 ( 1,240人分) 85 基 0 基 269,712 千円 440,146 千円 269,712 千円 

8～10 人槽 69 基 ( 135 人分) 9 基 0 基 38,622 千円 55,922 千円   38,622 千円 

11～20 人槽 12 基 ( 23 人分) 5 基 0 基 11,718 千円 10,826 千円 10,408 千円 

21～30 人槽 2 基 ( 3 人分) 0 基 0 基 2,944 千円 1,296 千円 1,296 千円 

31～50 人槽 0 基 ( 0 人分) 0 基 0 基 0 千円 0 千円 0 千円 

51 人槽以上 0 基 ( 0 人分) 0 基 0 基 0 千円 0 千円 0 千円 

改 築 0 基        

計画策定調査費         

合  計 1,984 基 ( 3,886人分) 299 基 100 基 791,972 千円 1,285,066 千円 789,014 千円 
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【参考資料様式６】 

計画支援概要 

都道府県名  長崎県 

 

(1) 事業主体名 五島市 

(2) 事業目的 エネルギー回収施設整備のため 

(3) 事業名称 五島市ごみ焼却施設整備に係る計画支援事業 

(4) 事業期間 平成 27 年度 平成 27 年度 

(5) 事業概要 

廃焼却施設解体事前調査 

廃焼却施設解体に伴い、事前に

ダイオキシン類・アスベスト調

査を行う。 

廃焼却施設解体工事基本設計 

廃焼却施設解体に伴い、事前に

解体工事基本設計（解体工事仕

様書作成、技術評価）を行う 

 

(6) 事業計画額 3,526 千円 4,269 千円 
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【参考資料様式６】 

計画支援概要 

都道府県名  長崎県 

 

(1) 事業主体名 五島市 

(2) 事業目的 エネルギー回収施設整備のため 

(3) 事業名称 五島市ごみ焼却施設整備に係る計画支援事業 

(4) 事業期間 平成 27 年度 平成 27 年度～平成 29 年度 

(5) 事業概要 

施設整備基本計画 

（PFI 導入可能性調査を含む） 

当該施設の整備に伴い、事前に

PFI 方式の導入可能性調査と施

設整備基本計画の策定を行う。 

生活環境影響調査 

当該施設の整備に伴い、事前に

設置予定地の生活環境影響調査

を行う。 

 

(6) 事業計画額 10,765 千円 17,007 千円 

 

 

 

 

(1) 事業主体名 五島市 

(2) 事業目的 エネルギー回収施設整備のため 

(3) 事業名称 五島市ごみ焼却施設整備に係る計画支援事業 

(4) 事業期間 平成 28 年度～平成 29 年度  

(5) 事業概要 

PFI 事業者選定アドバイザリー 

当該施設整備の PFI 事業者を選

定するため、発注仕様書の作成、

技術評価等を行う。 

 

 

(6) 事業計画額 30,032 千円  

 

 


